
 別紙１ 

公害関係法令調査書 
 
 工事関係  

関係法令名称 特定建設作業の種類 作業開始年月日 作業終了年月日  
 
騒音・振動防止 騒音規制法 

振動規制法 
さく岩機、ブレーカー、
くい打ち機 

解体 平成○年○月○日 
建設 平成○年○月○日 

解体 平成○年○月○日

建設 平成○年○月○日

 
＊確 認 欄 

 

 

 
  

特定粉じん排出等作業の種類 特定建築材料の種類 作業開始年月日 作業終了年月日  
 
大気汚染防止 解体作業 吹付け石綿 平成○年○月○日 平成○年○月○日 

 
＊確 認 欄 

 

 

 
 
 施設関係  

関係法令名称 施設名 規模要件 台数 着手予定年月日 使用開始年月日  
 
大気汚染防止
（ば い 煙）

小樽市公害防止条例 ボイラー 
 

伝熱面積 ６．０㎡ 
燃焼能力 ３３ℓ ／h 
 

２台 平成○年○月○日 
 
 

平成○年○月○日 
 
 

 
＊確 認 欄 

 

 

 
注１）該当欄に記載してください。 
注２）＊確認欄には記載しないでください。 

工場の場合は、大気汚染防

止法については記載不要で

すので、小樽市公害防止条

例に該当する施設について

のみ記載してください。 

「公害関係法令等の手引

き」の別紙１、別紙２を

参照してください。 

吹付け石綿、石綿を含有する断

熱材、石綿を含有する保温材、

石綿を含有する耐火被覆剤 

「公害関係法令等の手

引き」の別紙３を参照

してください。 

「公害関係法令等の手引き」の別紙４、別紙５、

別紙６を参照してください。 



 
 
 施設関係  

関係法令名称 施設名 規模要件 台数 着手予定年月日 使用開始年月日  
 
大気汚染防止
（粉 じ ん）

該当なし      

 
＊確 認 欄 

 

 

 
  

関係条例名称 施設名 規模要件 施設数 着手予定年月日 使用開始年月日  
 
水質汚濁防止 該当なし      

 
＊確 認 欄 

 

 

 
  

関係法令名称 施設名 規模要件 台数 着手予定年月日 使用開始予定年月日  
 
騒 音 防 止 騒音規制法 

 
小樽市公害防止条例 

空気圧縮機 
 
送風機 

８kW 
 
３kW 

１台 
 
４台 

平成○年○月○日 
 
平成○年○月○日 

平成○年○月○日 
 
平成○年○月○日 

 
＊確 認 欄 

 

 

 
注１）該当欄に記載してください。 
注２）＊確認欄には記載しないでください。 

大気汚染防止法、北海道公害防

止条例、小樽市公害防止条例に

該当するものについて記載し

てください。工場の場合は大気

汚染防止法については記載不

要です。 

例：鉱物又は土石の堆積場、ベ

ルトコンベア、破砕機 等 
「公害関係法令等の手引き」の

別紙５、別紙６、別紙８を参照

してください。 

小樽市公害防止条

例に該当する場合

に記載してくださ

い。水質汚濁防止法

については記載不

要です。

該当する場合は

「自動車洗車場」

と記載してくだ

さい。 

自動車洗車場は「自動式以外の

もの」が対象になります。 
該当する場合は「自動式以外の

もの」と記載してください。 

騒音規制法に基づく指定区域内の場合は、騒

音規制法及び小樽市公害防止条例、指定区域

外の場合は、北海道公害防止条例の届出にな

ります。 

「公害関係法令等の手引き」の別紙９、

別紙６、別紙８を参照してください。 

「公害関係法令等の手引き」の

別紙６を参照してください。



 
 
 施設関係  

関係法令名称 施設名 規模要件 台数 着手予定年月日 使用開始予定年月日  
 
振 動 防 止 振動規制法 圧縮機 ８kW １台 平成○年○月○日 平成○年○月○日 

 
＊確 認 欄 

 

 

 
  

関係条例名称 施設名 規模要件 施設数 着手予定年月日 使用開始予定年月日  
 
悪 臭 防 止 該当なし      

 
＊確 認 欄 

 

 

 
 
 拡声放送  

拡声放送区分 台数 使用開始予定年月日 用途地域  
 
騒 音 防 止 

（拡 声 放 送）
街頭 ・ 店頭 ・ 移動 

 
該当なし 

   

 
＊確 認 欄 

 

 

 
注１）該当欄に記載してください。 
注２）＊確認欄には記載しないでください。 
注３）拡声放送の拡声放送区分は、街頭、店頭、移動のいずれかを○で囲んでください。 
 

振動規制法に基づく指定区域内の場

合は振動規制法、指定区域外の場合は

北海道公害防止条例の届出になりま

す。 

「公害関係法令等の手引き」の別紙１０、

別紙８を参照してください。 

北海道公害防止条例、または小樽

市公害防止条例。 
「公害関係法令等の手引き」の別

紙６、別紙８を参照してください。

例：動物飼養または収容施設（飼料施設、

ふん尿施設）、ゴム製品の製造の用に供

する熱処理施設及び焼却施設 

該当するものを○で囲ってください。 
拡声放送の規制については、「公害関係法令

等の手引き」の別紙７を参照してください。


